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◎

国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
四
条
の
六
関
係
）

別
表
（
第
四
条
の
六
関
係
）

障
害
の
程
度

障

害

の

状

態

障
害
の
程
度

障

害

の

状

態

一

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

一

一

両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
四
以
下
の
も
の

級

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
三
以
下
の
も

級

の
ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
四
、
他
眼
の
視
力
が
手

動
弁
以
下
の
も
の

ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果

、
両
眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の

和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ｉ
／
二
視
標
に

よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
二
八
度
以
下
の
も
の

ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放

視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視

認
点
数
が
二
〇
点
以
下
の
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

両
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

四

両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

五

両
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す

五

両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

る
も
の

す
る
も
の

六
～
一
一

（
略
）

六
～
一
一

（
略
）

二

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

二

一

両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
五
以
上
〇
・
〇
八
以
下

級

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
七
以
下
の
も

級

の
も
の

の
ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
八
、
他
眼
の
視
力
が
手
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動
弁
以
下
の
も
の

ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果

、
両
眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の

和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ｉ
／
二
視
標
に

よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
五
六
度
以
下
の
も
の

ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放

視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視

認
点
数
が
四
〇
点
以
下
の
も
の

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

一
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

九

一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

一
〇

一
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す

一
〇

一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

る
も
の

す
る
も
の

一
一

両
下
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

一
一

両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

一
二
～

（
略
）

一
二
～

（
略
）

一
七

一
七

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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◎

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
の
八
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
の
八
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
減
じ
た
も
の

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
以
下
に
減
じ
た
も
の

ロ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
の
Ｉ
／
四
視

標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
に
減
じ
た
も

の
ハ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認
点
数
が
七
〇
点

以
下
に
減
じ
た
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

脊
柱
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

四

脊
柱
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

五
～
十
四

（
略
）

五
～
十
四

（
略
）

（
備
考
）

（
備
考
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
の
九
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
の
九
関
係
）

一

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
六
以
下
に
減
じ
た
も
の

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
減
じ
た
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

両
眼
に
よ
る
視
野
が
二
分
の
一
以
上
欠
損
し
た
も
の
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン

四

両
眼
に
よ
る
視
野
が
二
分
の
一
以
上
欠
損
し
た
も
の
又
は
両
眼
の
視
野

型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
Ｉ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
中
心
視
野
角

が
一
〇
度
以
内
の
も
の

度
が
五
六
度
以
下
に
減
じ
た
も
の
又
は
自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果

、
両
眼
開
放
視
認
点
数
が
一
〇
〇
点
以
下
若
し
く
は
両
眼
中
心
視
野
視
認

点
数
が
四
〇
点
以
下
に
減
じ
た
も
の

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）
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九

脊
柱
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

九

脊
柱
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

十
～
二
十
二

（
略
）

十
～
二
十
二

（
略
）

（
備
考
）

（
備
考
）

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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◎

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

別
表
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

等
級

障

害

の

状

態

等
級

障

害

の

状

態

一
級

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

一
級

一

両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
四
以
下
の
も
の

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
三
以
下
の
も
の

ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
四
、
他
眼
の
視
力
が
手
動
弁

以
下
の
も
の

ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両

眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ

ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ｉ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
中
心

視
野
角
度
が
二
八
度
以
下
の
も
の

ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認

点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視
認
点
数
が

二
〇
点
以
下
の
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

三

両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

三

両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

し

四

両
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

四

両
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

し

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

二
級

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

二
級

一

両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
八
以
下
の
も
の

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
七
以
下
の
も
の

ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
八
、
他
眼
の
視
力
が
手
動
弁

以
下
の
も
の

ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両

眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ
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ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ｉ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
中
心

視
野
角
度
が
五
六
度
以
下
の
も
の

ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認

点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視
認
点
数
が

四
〇
点
以
下
の
も
の

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

一
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

六

一
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

し

七

一
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

七

一
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

し

八
～
十
一

（
略
）

八
～
十
一

（
略
）

備
考

（
略
）
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◎

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

一

両
眼
の
視
力
（
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
っ
て
測
っ
た
も
の
を
い
い

、
屈
折
異
常
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
矯
正
視
力
に
つ
い
て
測
っ
た

も
の
を
い
う
。
）
の
和
が
〇
・
〇
八
以
下
の
も
の

イ

両
眼
の
視
力
（
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
っ
て
測
っ
た
も
の
を
い

い
、
屈
折
異
常
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
矯
正
視
力
に
つ
い
て
測

っ
た
も
の
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇

七
以
下
の
も
の

ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
八
、
他
眼
の
視
力
が
手
動
弁
以
下
の
も

の
ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
の
Ｉ
／

四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か

つ
Ｉ
／
二
視
標
に
よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
五
六
度
以
下
の
も

の
ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認
点
数
が
七

〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視
認
点
数
が
四
〇
点
以
下
の
も
の

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

九

一
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

十

一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

十

一
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の

十
一

両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

十
一

両
下
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

十
二
～
十
七

（
略
）

十
二
～
十
七

（
略
）
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◎

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
附
則

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る

た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
三
号

）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

障
害
の
程
度

障

害

の

状

態

障
害
の
程
度

障

害

の

状

態

一

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

一

一

両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
四
以
下
の
も
の

級

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
三
以
下
の
も

級

の
ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
四
、
他
眼
の
視
力
が
手

動
弁
以
下
の
も
の

ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果

、
両
眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の

和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ｉ
／
二
視
標
に

よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
二
八
度
以
下
の
も
の

ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放

視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視

認
点
数
が
二
〇
点
以
下
の
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

両
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

四

両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

五

両
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す

五

両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

る
も
の

す
る
も
の

六
～
一
一

（
略
）

六
～
一
一

（
略
）

二

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

二

一

両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
五
以
上
〇
・
〇
八
以
下
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級

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
七
以
下
の
も

級

の
も
の

の
ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
八
、
他
眼
の
視
力
が
手

動
弁
以
下
の
も
の

ハ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果

、
両
眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の

和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
か
つ
Ｉ
／
二
視
標
に

よ
る
両
眼
中
心
視
野
角
度
が
五
六
度
以
下
の
も
の

ニ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放

視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
か
つ
両
眼
中
心
視
野
視

認
点
数
が
四
〇
点
以
下
の
も
の

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

一
上
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

九

一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

一
〇

一
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す

一
〇

一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有

る
も
の

す
る
も
の

一
一

両
下
肢
の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の

一
一

両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

一
二
～

（
略
）

一
二
～

（
略
）

一
七

一
七

三

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

三

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
減
じ
た
も
の

級

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
以
下
に
減
じ

級

た
も
の

ロ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果

、
両
眼
の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の

和
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
度
以
下
に
減
じ
た
も
の

ハ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放

視
認
点
数
が
七
〇
点
以
下
に
減
じ
た
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

脊
柱
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

四

脊
柱
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

せ
き
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五
～
一
四

（
略
）

五
～
一
四

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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◎

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
業

者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
六
条
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
の
五
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
二

別
表
（
第
六
条
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
の
五
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
二

関
係
）

関
係
）

番
号

障

害

の

状

態

番
号

障

害

の

状

態

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
減
じ
た
も
の

イ

両
眼
の
視
力
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
以
下
に
減
じ
た
も
の

ロ

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
型
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼

の
Ｉ
／
四
視
標
に
よ
る
周
辺
視
野
角
度
の
和
が
そ
れ
ぞ
れ

八
十
度
以
下
に
減
じ
た
も
の

ハ

自
動
視
野
計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
両
眼
開
放
視
認
点

数
が
七
十
点
以
下
に
減
じ
た
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

脊
柱
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

四

脊
柱
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

五

一
上
肢
の
三
大
関
節
の
う
ち
、
二
以
上
の
関
節
の
用
を
廃

五

一
上
肢
の
三
大
関
節
の
う
ち
、
二
以
上
の
関
節
の
用
を
廃

し

し
た
も
の

し
た
も
の

六

一
下
肢
の
三
大
関
節
の
う
ち
、
二
以
上
の
関
節
の
用
を
廃

六

一
下
肢
の
三
大
関
節
の
う
ち
、
二
以
上
の
関
節
の
用
を
廃

し

し
た
も
の

し
た
も
の

七

（
略
）

七

（
略
）

八

一
上
肢
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
を
失
つ
た
も
の
又
は

八

一
上
肢
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
を
失
つ
た
も
の
又
は

し

お
や
指
若
し
く
は
ひ
と
さ
し
指
を
あ
わ
せ
一
上
肢
の
三
指

お
や
指
若
し
く
は
ひ
と
さ
し
指
を
あ
わ
せ
一
上
肢
の
三
指

し

以
上
を
失
つ
た
も
の

以
上
を
失
つ
た
も
の
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九

お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
を
あ
わ
せ
一
上
肢
の
四
指
以
上

九

お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し
指
を
あ
わ
せ
一
上
肢
の
四
指
以
上

し

の
用
を
廃
し
た
も
の

の
用
を
廃
し
た
も
の

一
〇

一
下
肢
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

一
〇

一
下
肢
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

一
一

両
下
肢
の
全
て
の
足
ゆ
び
を
失
い
、
又
は
そ
の
用
を
廃
し

一
一

両
下
肢
の
す
べ
て
の
足
ゆ
び
を
失
い
、
又
は
そ
の
用
を
廃

し

た
も
の

し
た
も
の

一
二

（
略
）

一
二

（
略
）

・

・

一
三

一
三

一
四

傷
病
が
治
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
又
は
精
神
若
し
く
は

一
四

傷
病
が
な
お
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
又
は
精
神
若
し
く

神
経
系
統
に
、
労
働
が
著
し
い
制
限
を
受
け
る
か
、
又
は

は
神
経
系
統
に
、
労
働
が
著
し
い
制
限
を
受
け
る
か
、
又

労
働
に
著
し
い
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度

は
労
働
に
著
し
い
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程

の
障
害
を
有
す
る
も
の

度
の
障
害
を
有
す
る
も
の

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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